
 

 

男鹿市規則第２４号 

   男鹿市旅館業法施行細則の一部を改正する規則 

 男鹿市旅館業法施行細則（平成２４年男鹿市規則第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（書類の様式） （書類の様式） 
第２条 次の表の左欄に掲げる法又は
施行規則の規定により提出する同表

の中欄に掲げる書類は、それぞれ同
表の右欄に掲げる様式によるものと
する。 

第２条 次の表の左欄に掲げる法又は
施行規則の規定により提出する同表

の中欄に掲げる書類は、それぞれ同
表の右欄に掲げる様式によるものと
する。 

関係条項 書類名 様式 

法第３条
第１項 

旅館業許可申請
書 

様式第
１号 

法第３条
の２第１
項 

旅館業営業承継
承認申請書（事
業譲渡） 

様式第
２号 

法第３条
の３第１
項 

旅館業営業承継
承認申請書（合
併又は分割） 

様式第
３号 

法第３条
の４第１
項 

旅館業営業承継
承認申請書（相
続） 

様式第
４号 

施行規則
第３条第
２項第２
号 

旅館業営業者地
位承継同意書 

様式第
５号 

法第３条
第２項 

誓約書 様式第
６号 

施行規則
第４条 

旅館業許可申請
書（営業承継承
認申請書）記載

様式第
７号 

関係条項 書類名 様式 

法第６条
第１項 

ホテル営業（旅
館営業）（簡易
宿所営業）宿泊
者名簿 

様式第
１号 

下宿営業宿泊者

名簿 

様式第

２号 

施行規則
第１条 

旅館業経営許可
申請書 

様式第
３号 

施行規則
第２条第
１項及び
第３条第
１項 

旅館業営業承継
承認申請書 

様式第
４号 

施行規則
第３条第

２項 

旅館業営業者地
位承継同意書 

様式第
５号 

施行規則
第４条 

旅館業経営許可
申請書（営業承
継承認申請書）
記載事項変更届 

様式第
６号 



 

 

改正後 改正前 

事項変更届出書 

施行規則
第４条 

旅館業停止（廃
止）届出書 

様式第
８号 

 

旅館業営業停止
（廃止）届 

様式第
７号 

 

様式第１号（第２条関係） 様式第１号（第２条関係） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

改正後 改正前 

様式第２号（第２条関係） 様式第２号（第２条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

改正後 改正前 

様式第３号（第２条関係） 様式第３号（第２条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

改正後 改正前 

様式第４号（第２条関係） 様式第４号（第２条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

改正後 改正前 

様式第５号（第２条関係） 様式第５号（第２条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

様式第６号（第２条関係） 様式第６号（第２条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

改正後 改正前 

様式第７号（第２条関係） 様式第７号（第２条関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

改正後 改正前 

様式第８号（第２条関係）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


